
計画
実績

R6 目標

0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

H30 基準 R1 計画
実績

R2 計画
実績

R3 計画
実績

R4

１．施策の目標

めざす姿
（成果目標）

市民一人ひとりが、生活環境の向上に取り組み、快適な生活を営んでいる。

生活環境苦情件数 件

H30 基準 R1 計画
実績

R2 計画
実績

R3 計画
実績

R4 計画
実績

R5 計画
実績

R6

取組方針

大気汚染や水質汚濁、騒音・振動等の公害対策、ペットの飼育マナー、カラス等の有害鳥獣対策や空き家・空き地等の適正管
理、活用の促進など、生活に身近な環境問題について、適切な観測、相談・指導体制を充実します。また、上下水道について
は、取水から排水までの一貫した水の管理により、良質な水道水の供給と適切な下水の処理を効果的かつ合理的に推進しま
す。

単位

公害苦情（騒音・振動・悪臭等）件数

計画
実績

R1 計画
実績

R2 計画
実績

R3

単位

件

２．施策の意図と成果指標

対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 市民、事業者

 意図（この施策によって対象をどう変えるのか）

大気汚染や水質汚濁、騒音・振動等の公害対策、ペットの飼育マナー、カラス等の有害鳥獣対策
や空き家・空き地等の適正管理、活用の促進など、生活に身近な環境問題について、適切な観
測、相談・指導体制を充実します。また、上下水道については、取水から排水までの一貫した水
の管理により、良質な水道水の供給と適切な下水の処理を効果的かつ合理的に推進します。

Ａ成果指標

目標

計画
実績

施策評価シート

令和 5 年度

施策№ 3 施 策 名 暮らしに身近な生活環境の向上 課 ⾧ 名
（施策統括責任者）

総
合
計
画

体
系

分野 4 第 4 章 恵まれた自然と共生し、人と地球にやさしいまち 施策統括課

梶山 孝英

関係課 都市政策課 環境政策課 環境保全課 衛生センター 上下水道局

環境政策課

H30 基準

137.0

Ｂ成果指標

300.0
478.0 465.0 480.0 659.0 0.0

R6

130.0
172.0
136.0

188.0
135.0

141.0
134.0

167.0
133.0

0.0
132.0

R4 計画
実績

R5 目標

91.5

R4

369.0
347.0 329.0 319.0 319.0 309.0

86.3
91.0 96.3 96.7 97.2 97.6

単位

鉛給水管更新率 ％

Ｃ成果指標

計画
実績

R5 計画
実績

R6 目標H30 基準 R1 計画
実績

R2 計画
実績

R3 計画
実績

92.9 93.1 93.3
92.3 92.7 0.0

成果指標 Ｅ 単位

93.4
91.3 91.9

91.0
92.2 92.6

計画
実績

R5

- -

R6 目標

92.3 93.3 0.0
Ｄ成果指標 単位

下水道接続率 ％

H30 基準 R1 計画
実績

R2 計画
実績

R3 計画
実績

R4 計画
実績

R5 計画
実績

89.3
100.0

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

計画 実績

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

計画 実績

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

計画 実績

89.5
90.0
90.5
91.0
91.5
92.0
92.5
93.0
93.5
94.0

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

計画 実績

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

計画 実績



５．施策を推進していく上での新たな課題、新たな視点

６．施策の課題解決に向けた今後の取組の方向性・内容等

2.8% 4.5%

42.4% 42.9%

31.2% 29.8%

46.9%

36.2%

順位 27/36位 22/36位順位 26/36位

0.7%重要ではない

満足している

どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

３．市民意向調査結果

8.2%

施策の重要度 前回 今回

施策評価シート

４．社会潮流等の変化について（第2次総合計画策定時からの市民ニーズの環境の変化、法整備状況等）
事業所による水質汚濁、王音、振動、悪臭の発生について、法令に基づく規制や指導等が進み、事業所側の公害防止への意識が高まり、発生件数
が減少している。
人口減少社会への移行に伴い、空き家の増加が大きな社会問題になっている。
犬（放し飼い、糞の放置）の苦情件数は減少傾向にあるが、隣地からの樹木の越境被害の相談が増加傾向にある。
上水道については、節水意識の高まりや節水機器の普及、人口減少等により、給水収益の減少が続いている。国も将来にわたり安全な水の安定供
給を維持していくために水道法を改正し、経営基盤の強化を求めている。また、令和6年度から水道事業の所管省庁が厚生労働省から国土交通省・
環境省へ移管され、上下水道を一体で所管する。
下水道については、令和8年度末までの汚水処理施設の概成方針が国から示されるなど、建設から維持管理の時代へと転換期を迎えている。また、
下水汚泥を肥料として活用するなど資源利用の推進が行われている。

○生活に密着した環境問題の改善
・増加する空き家を危険な状態にしないよう、早期の空き家対策（流通促進）が重要になっている。
・アライグマの被害（住居侵入、家庭菜園の食害）に対する相談が急増している。
○公害（騒音・振動・悪臭等）の防止
・事業所による郊外に対する苦情は減少傾向にあるが、一方で法令で規制されないご近所トラブルに近い苦情が多くなっている。
○水道水の安定供給、下水の適切な処理
・水道水の安定供給、下水の適切な処理については、経営を維持しながら効率的な施設の更新を進めることが求められており、DXの活用等で維持
管理の効率化を図る。また、管路の改築にあたって令和９年度以降「ウォーターPPP」の導入が補助要件化されるなど、国から官民連携を推進す
る動きが出ている。

○生活に密着した環境問題の改善
・危険な空き家中心の対策から、空き家を発生させない、危険な状態にさせない対策の必要性が高まっている。
・アライグマに関しては、相談対応型の捕獲わな設置から被害発生前に積極的に設置する先行型を強化する。
○公害（騒音・振動・悪臭等）の防止
・工場や事業所からの水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の発生を防止するため、環境調査や立ち入り検査、指導、監視を今後も継続して行う。
・市民や建設業者に対して、周辺環境に配慮してもらえるよう啓発活動を引き続き行う。
○水道水の安定供給、下水の適切な処理
・令和７年度を開始年度とする次期上下水道ビジョン、および経営戦略に沿った効率的な維持管理を実施することで、環境対策の強化を図る。

ある程度重要である

重要である

45.3%

38.1%

あまり重要ではない

施策の満足度 前回 今回

7.0% 6.5%不満である

29/36位

1.0%

8.8%


